
「消防白書」は、火災その他の災害の実態と

消防に関する施策の現状について、国民へ広く

周知することを目的として、消防庁が、昭和３０

年１１月に「わが国の火災の実態と消防の現状」

として作成したことに始まり、毎年、閣議の了

解を経て公表しています。

「平成１２年版消防白書」については、去る１２

月１９日に閣議了解を経て、公表しましたので、

その概要を紹介します。

特集 阪神・淡路大震災から５年

―新たな地震防災対策を目指して―

平成７年１月１７日に発生し都市直下型地震と

して、死者６，４３２人、行方不明者３人、負傷者

４万３，７９２人、住家の全壊１０万４，９０６棟など戦後

最大の被害をもたらした阪神・淡路大震災から

５年の歳月が経過した。

このことを踏まえ、地震災害における消防防

災対策の観点から、「新たな地震防災対策を目

指して」と題し、これまでの阪神・淡路大震災

の教訓を活かした取組みを整理し、新時代に向

けて地震防災施策をどのように展開すべきかを

「特集 阪神・淡路大震災から５年」としてと

りまとめた。（白書１頁）

� 阪神・淡路大震災の教訓を活かして

阪神・淡路大震災は、都市直下型の大規

模地震であったことなどから、都市基盤の

脆弱性が明確になり、地域の防災力をはる

かに超える状況になるなど、消防・防災の

あり方が問われた。このため、震災の教訓

をどう活かしたかという観点から、これま

での各種取組みを記述した。（白書３頁）

�初動体制の充実
消防庁では、大震災直後に地方公共団

体に対し、職員の参集基準の明確化、緊

急時の情報伝達方法、夜間・休日の宿直

体制の整備など地域防災計画の見直しを

要請するとともに、消防庁の宿日直体制

の充実、幹部等の待機宿舎への入居など、

２４時間対応体制の充実強化を図った。（白

書３頁）

�広域的な応援体制の確立
全国すべてのブロックで広域応援協定

の締結等がなされ、さらに平成８年７月

に全都道府県による応援協定が締結され

た。（白書５頁）

�緊急消防援助隊の創設
大規模災害発生に際して、迅速な人命

救助活動等を行うため、全国から高度な

資機材を装備した救助隊等が迅速に出動

し効果的な消防応援活動を行う体制を確

立することを目的として、平成７年６月

に全国の消防機関による緊急消防援助隊

が創設された。（白書６頁）

横倒しになった阪神高速道路

平成１２年版消防白書の概要

総 務 課

－９－



�消防・防災ヘリコプターの整備
阪神・淡路大震災における消防・防災

ヘリコプターの活躍にかんがみ、消防庁

ではその整備体制を更に促進するため、

国庫補助金等の財政支援を行い、平成１１

年度末までに６７機が整備された。（白書

７頁）

�消防団の充実強化、災害ボランティアと
の連携等

消防団、自主防災組織等に対して資機

材等の充実のために財政支援を行ったほ

か、災害ボランティアの研修・訓練に対

する経費について財政措置を講じるなど、

その充実強化に努めた。（白書８、１０頁）

�防災基盤の整備推進
防災基盤の整備促進のため、平成７年

６月に地震防災対策特別措置法が制定さ

れ、総合的な地震防災対策が強化され、

地震防災緊急事業五箇年計画の作成とそ

れに伴う国庫補助金に係る補助負担率の

引き上げ措置、地方債と地方交付税措置

を活用した緊急防災基盤整備事業の創設、

防災まちづくり事業における震災対策特

別事業の創設、公共施設の耐震化の促進

のための財政措置の延長などの対策を講

じた。（白書１１頁）

�情報通信基盤の整備
大規模災害時における情報収集・伝達

体制の充実強化のため、地上系の消防防

災無線等の整備に加え、衛星系による地

域衛星通信ネットワークの整備促進を行

ったほか、画像伝送システムの導入を推

進した。（白書１５頁）

�危険物施設の耐震性強化
消防庁では、危険物施設の耐震性強化

として、耐震性に関する調査結果に基づ

き特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タ

ンク貯蔵所、防油堤などの耐震性強化に

係る技術上の基準の制定、見直しなどを

行った。（白書１７頁）

� 新時代に向けての地震防災施策の展開

この５年間においては、政府としての危

機管理体制の確立、あるいは社会経済情勢

の変化、情報通信技術の進展など、消防・

防災を取り巻く環境に大きな変化が生じて

いる。このため、今後、これらの動向を踏

まえた体制づくりと施策の展開を図ってい

く必要があり、新時代に向けての地震防災

施策の課題とその対応を記述した。（白書

１９頁）

�地震に強いまちづくりへの対応
阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏ま

え、地震に強い安全で安心なまちづくり

を推進するに当たって、生命、身体、財

産を守る優れた都市基盤の整備が重要で

ある。

このため、本年度で終了する地震防災

緊急事業五箇年計画の実績等を踏まえ、

引き続き計画的かつ効果的な地震防災対

策の推進に努める必要がある。また、特

に公共施設の耐震化の推進は極めて重要

である。（白書１９頁）

�災害に強い情報システムの確立
大規模災害時に迅速かつ的確な対応を

行うために、被災地域の被害状況を早急

に把握し伝達することは極めて重要であ

り、画像伝送システム整備の積極的な推

進、画像・データ等の大容量情報伝達を

行うための、消防・救急無線等のデジタ

ル化などが必要である。（白書２１頁）

	地域防災計画の充実
地域防災計画震災対策編の策定、見直

しに当たっては、地域の実情を十分に踏

まえた記述に努め、社会環境、自然環境

等の変化に応じて定期的な見直し等が必

要である。

また、地域防災計画に定めた災害対応

に沿ったマニュアルを作成し、計画の実

効性の向上を図ることが重要である。（白

書２２頁）
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�緊急消防援助隊の充実
平成１２年には、より迅速、かつ、効果

的な広域消防応援活動を行うため、救助

部隊、救急部隊の隊数を増加するととも

に、大規模火災対応能力強化のため、消

火部隊を近隣都道府県からだけではなく、

全国から出動させる体制に改めるなど充

実を図った。

さらに、都道府県は緊急消防援助隊が

迅速に活動できるよう、応援を受けるこ

とを想定して、連絡方法、集結場所など

に関する計画をあらかじめ整備しておく

こととしたところであるが、今後も逐次

検証を行い、その充実を図る必要がある。

（白書２４頁）

�消防・防災ヘリコプターの活動体制の整備
消防・防災ヘリコプターの活動体制を

整備するため、数多くの臨時離着陸場を

設けるとともに、照明設備のある離着陸

場の整備、夜間運航体制の確立、医療機

関との連携体制の整備推進などが重要で

ある。（白書２６頁）

�消防団活動の活性化の促進
今後とも、消防団における情報連絡体

制の強化を図るとともに、施設・装備の

充実を図り、消防団活動の活性化を促進

する必要がある。また、災害時において

自主防災組織等と連携した活動ができる

よう、日頃からその知識や技術を更に有

効活用し、自主防災組織等への指導・啓

発等を積極的に行うことが必要である。

（白書２７頁）

�円滑な被災者対策の構築
円滑な被災者対策を構築するために、

防災情報の伝達手段である防災行政無線

（同報系）の整備を促進するとともに、

コミュニティ放送、インターネットなど

の活用を図ることが重要である。

また、高齢者、子供、外国人等の災害

弱者に対する情報提供等において、一般

の住民に対する対策とは別にきめ細かな

対策を構築することが必要である。（白

書２９頁）

さらに、特集では、参考資料として人

的被害及び主な物的被害の状況について

記述するとともに、阪神・淡路大震災以

後における震災対策関連の主な消防庁通

知の一覧を掲げている。（白書３０頁）

（白書３０頁）

（白書３１頁）
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第１章 災害の現況と課題

� 火 災

� 平成１１年中の出火件数は５万８，５２６件

で、前年の５万４，５１４件に比べ４，０１２件増

加している。

なお、この１０年間の火災の動向をみる

と、平成６年以降６万件を越えていた出

火件数は、平成１０年には、５年ぶりに５

万件台に減少し、平成１１年においても、

増加はしたものの５万件台で推移してい

る。（白書４３頁）

� 平成１１年中の出火率（人口１万人当た

りの出火件数）は、全国平均で４．７（対

前年比０．４ポイント増）であり、これを

都道府県別でみると、最高は山梨県の

６．０、次いで東京都、茨城県の５．９となっ

ている。（白書４７頁）

（白書３１頁） （白書４５頁）

（白書３３頁）

（白書４４頁）
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� 平成１１年中の火災による死者数は

２，１２２人で、前年の２，０６２人に比べ６０人増

加しており、１日当たりの火災による死

者数は、５．８人となっている。

なお、火災による死者は、平成６年以

降全体的には増加傾向にあり、平成１１年

は、阪神・淡路大震災が発生した平成７

年に次いで、戦後２番目の死者数となっ

ている。（白書５０頁）

また、住宅火災による死者１，２２８人の

うち、放火自殺者、放火自殺の巻き添え

及び放火殺人２４７人を除く失火等による

死者は９８１人（対前年比１１６人増）で、こ

のうち６５歳以上の高齢者は５４９人（５６．０

％）と半数を超えている。（白書５７頁）

� 出火原因は、「放火」が７，４８１件で前年

に比べ１８７件増加しており、全火災の

１２．８％を占め３年連続して第１位となっ

ている。次いで「たばこ」による火災が

６，４１５件（対前年比７２５件増）となっている。

なお、「放火の疑い」によるものは５，４６４

件で、前年に比べ２９１件増加しており、「放

火」及び「放火の疑い」を合わせると１

万２，９４５件で、全火災の２２．１％を占めて

いる。（白書６４頁）

� 危険物施設等災害

平成１１年中の危険物施設における火災の

発生件数は１６２件で、前年に比べ５件増加

し、死者は４人、負傷者は４５人、損害額は

３５億６，９６６万円となっている。

なお、昭和５０年代中頃より、おおむね緩

やかな減少傾向を示していた危険物施設に

おける事故件数は、平成６年を境にして増

加傾向を示しており、平成１１年中の火災事

故件数は、昭和６０年以降で最多となってい

る。（白書１０４頁）

� 石油コンビナート災害

平成１１年中に石油コンビナート等特別防

災区域内で発生した災害の件数は９１件で、

前年に比べ１７件増加し、死者は２人、負傷

者は３０人、損害額は７億９，８３４万円となっ

ている。（白書１２２頁）

� 林野火災

平成１１年中の林野火災の件数は２，６６１件

で、前年の１，９１３件に比べ７４８件増加してい

る。（白書１３１頁）

（白書６５頁）
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� 風水害

平成１１年は、６月から１０月にかけて梅雨

前線や台風等による風水害が全国各地で発

生し大きな被害をもたらした。台風の発生

数は２２個と平年の２７．８個に比べて若干少な

かった。また、７月中旬から９月半ばにか

けて多くの熱帯低気圧が日本付近の太平洋

上で発生し、日本に接近・上陸し各地に大

雨をもたらした。

風水害、雪害等の異常な自然現象に伴う

災害（地震、火山噴火を除く。）による人

的被害、住家被害はともに前年に比べて増

加し、死者・行方不明者１４１人（前年１０９

人）、負傷者１，６９２人（前年１，２１１人）、全壊

５３１棟（前年３０２棟）などとなっている。

平成１２年９月１０日からの大雨では、愛知

県等を中心に、死者１０人、負傷者約１００人、

住家の全・半壊約１００棟、床上・床下浸水

約７万１，０００棟の被害が生じた。（白書１３６

頁）

� 火山災害

�有珠山噴火災害
平成１２年３月３１日に有珠山が噴火し、

その後も噴火が継続した。３月３１日時点

の伊達市、荘瞥町及び虻田町における避

難指示の対象は、６，６９９世帯、１万５，２６７

人であったが、その後、山頂部の大規模

噴火に移行することを示す現象は見られ

ないこと等を踏まえ、避難指示地域の一

部解除が段階的に行われ、７月２８日時点

の避難指示の対象は、虻田町の２０２世帯、

３７８人となっている。

なお、消防活動については、地元消防

本部を支援するため、北海道内の消防本

部からの応援、北海道外からの緊急消防

援助隊による応援、北海道内外からのヘ

リコプターによる応援が行われた（４月

１６日の最大時：北海道内の消防応援部隊

７７隊２３８人、北海道外からの緊急消防援

助隊１４隊５８人）。（白書１４４頁）

�三宅島噴火災害
平成１２年７月８日に三宅島が噴火し、

８月１８日、２９日には大規模な噴火が起こ

った。

８月３１日に、気象庁が、当面これと同

程度かこれをやや上回る規模の噴火が繰

り返し起こる可能性があり、火砕流に警

戒が必要との見解を示したことを受け、

９月２日に、三宅村は、防災及びライフ

ライン関係要員を除く住民の島外への避

難指示を行った。

なお、消防活動については、東京消防

庁が応援部隊を現地に派遣した。（白書

１４６頁）

平成１２年９月１０日からの大雨により決壊した

新川（愛知県提供）

集結する緊急消防援助隊（札幌市消防局提供）
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�その他の火山災害
平成１１年中に噴火した火山は３山で、

桜島、薩摩硫黄島（ともに鹿児島県）は

年間を通してたびたび噴火し、諏訪之瀬

島（鹿児島県）では、１月に火山灰の噴

出、降灰が観測された。

さらに、平成１２年に入ってからは、９

月５日に駒ヶ岳（北海道）が約２年ぶり

に噴火した。

また、８月には磐梯山、９月には浅間

山で火山性微動が多発しているとの臨時

火山情報が出され、１０月には桜島が爆発

し多量の噴煙を吹き上げたことから臨時

火山情報が出された。（白書１４７頁）

� 地震災害

�三宅島近海及び新島・神津島近海を震源
とする地震

平成１２年６月２６日から三宅島島内西部

で火山性の地震活動が始まり、７月１日

には神津島村で震度６弱を記録する地震

が発生し、土砂崩れにより１人が死亡し、

住家の一部破損、土砂崩れ等多くの物的

被害が生じた。

この地震以降も、三宅島近海及び新島

・神津島近海では地震が多発し、６月２６

日から１０月末日までの間に、震度６弱が

６回、震度５強が７回及び震度５弱が１７

回発生し、新島村では、負傷者１４人、住

家の一部破損１０８棟の被害が生じた（１０

月末日現在）。（白書１５２頁）

�平成１２年（２０００年）鳥取県西部地震
平成１２年１０月６日に、鳥取県西部を震

源とする地震が発生し、境港市及び日野

町で震度６強、西伯町、溝口町等で震度

６弱を記録した。

この地震による被害は、鳥取県、岡山

県、島根県を中心に１府９県に及び、負

傷者１３８人、住家全壊３１５棟、半壊１，６４９

棟、一部損壊７，３１８棟と大きな被害が生

じた（１０月末日現在）。（白書１５３頁）

� 特殊災害

� 平成１１年中に発生した都市ガス及び液

化石油ガスの漏えい事故又は爆発・火災

事故で消防機関が出場したものの総件数

は１，４９３件で、死者２５人、負傷者２８２人と

なっている。（白書１７７頁）

� 平成１１年９月３０日に、茨城県東海村の

株式会社ジェー・シー・オー（以下「JCO」

という。）のウラン加工施設（転換試験

棟）において臨界事故が発生した。この

事故により、JCO従業員３人が放射線

被ばくを受けた（うち２人死亡）ほか、

８月１８日 雄山から再噴火した三宅島

倒壊した家屋（新島若郷地区）

倒壊した出雲大社上道教会（鳥取県提供）
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これらの者を救急搬送した救急隊員３人、

日本原子力研究所及び核燃料サイクル開

発機構の職員、臨界状態停止のための作

業に従事した JCO従業員を含む多数の

者が被ばくした。

９月３０日に東海村村長は、JCO施設

から半径３５０m圏内の住民に対して避難

を要請した。また、茨城県知事は同日、

半径１０�圏内の住民に対して屋内退避を
要請した。

この事故を踏まえ、「原子力災害対策

特別措置法」が制定されるなど原子力防

災対策の強化が図られた。

なお、消防庁では、地域防災計画原子

力災害対策編作成マニュアルを見直し関

係地方公共団体に通知した。

さらに、平成１１年度補正予算で、同報

系無線及び放射線防護資機材の整備のた

めの補助を行うとともに、原子力災害時

の消防活動マニュアルの見直し、資機材

等が満たすべき性能・機能等についての

検討を実施している。（白書１８４頁）

なお、平成１２年において、複雑・多様

化する災害への対応能力の強化を図るた

め、緊急消防援助隊の体制拡充を図った

が、その中で、毒劇物・放射性物質災害、

石油・化学火災、長大トンネル・大深度

地下施設火災、石油流出災害、大規模水

難事故等の特殊災害への対応能力を有す

る特殊災害部隊（１１８隊、１，７７０人）を創

設したところである。（白書３８２頁）

� コンピュータ西暦２０００年問題に関して

は、消防防災機関は危機管理体制を整備

し、その危険日とされた元日等には警戒

体制をとった。

なお、結果としてコンピュータ西暦

２０００年問題に起因する重大な事故、社会

インフラや危険物施設等の重大な障害は

発生しなかった。（白書１９７頁）

第２章 消防防災の組織と活動

� 消防体制

� 平成１２年４月１日現在の常備消防機関

は、消防本部が９０７本部、消防署が１，６８２

署、消防職員が１５万３，４３９人となってお

り、前年と比較すると広域化が進められ

たこと等により、消防本部は４本部減少

し、消防署は１２署増加し、消防職員は９７５

人増加している。（白書２０１頁）

� 平成１２年４月１日現在、常備化市町村

は、３，１５４市町村となり、常備化率は市町

村数で９７．６％（市は１００％、町村は９７．０％）

に達し、人口の９９．８％が常備消防により

カバーされている。（白書２０２頁）

� 消防団は、消防本部・消防署が置かれ

ていない非常備町村にあっては消防活動

を全面的に担っており、常備市町村にお

いては初期消火、残火処理等を行ってい

るほか、大規模災害時には、災害防ぎょ

のため多数の要員を必要とすることから、

大量の消防団員が動員され活動している。

臨界事故による被ばく者の救急搬送

（千葉市消防局提供）

（白書２０１頁）
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さらに、火災予防の面でも、住民指導、

巡回広報、特別警戒等多面的活動を行っ

ており、地域の消防防災の要となってい

る。

平成１２年４月１日現在、消防団は３，６３９

団、消防団員数は９５万１，０６９人であり、

ほとんどすべての市町村に設けられてい

る。消防団員数は減少傾向にあり、１０年

前の平成２年４月１日現在に比べ４万

５，６７４人（４．６％）減少しているが、この

間に、女性消防団員数は８，２５３人増加し、

１万１７６人となっている。

なお、消防団員の平均年齢は３６．７歳と

なっている。（白書２０３頁）

� 常備化が進展してきた今日においても、

消防団が地域の消防防災に果たす役割は

依然として重要であることから、消防庁

では、消防団の施設・装備の充実強化、

青年層・女性層の加入の促進、消防団員

の処遇改善等を図っている。（白書２１７頁）

� 消防活動

� 平成１１年中における全国の消防職団員

の出動状況をみると、火災等（火災、救

助活動、風水害等の災害、特別警戒、捜

索、誤報等及びその他（警察への協力、

危険排除等）をいう。ただし救急業務を

除く。）への出動回数は８９万６，８６０回で、

出動延人員は９６５万５，６５７人となっている。

また、火災等への１日当たりの出動回

数は２，４５７回、３５秒に１回の割合で出動

したことになる。（白書２２１頁）

� なお、このうち、消防団員の火災等へ

の出動回数は２５万４，９０１回、出動延人員

は５４０万１，４８４人となっている。

平成１１年においては、６月から１０月に

かけての梅雨前線や台風等による災害に

おいて、延べ約１８万４，０００人の消防団員

が出動し、危険箇所等の警戒巡視、要救

助者の救助、行方不明者の捜索、避難誘

導、土のう積みなどの活動等を行い被害

救急出場件数等の推移

※救急救命士有資格者数については、平成４～７年が８月１日、平成８～１１年が７月１日、平成１２年が４月１日現在のものである。
※救急自動車及び高規格救急自動車については、各年４月１日現在のものである。
※上記以外は各年中の数値である。

平成元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年 １２年

救急自動車による
出場件数

２，６５６，９３４ ２，７６４，９５１ ２，８２９，２４８ ２，８６１，３１１ ２，９３１，６６３ ３，０４９，０００ ３，２８０，０４６ ３，３７３，３９４ ３，４７６，５０４ ３，７０１，３１５ ３，９３０，０２４ －

ヘリコプターを含む
出場件数

３７０２０７３ ３，９３０，９９９ －

１日平均救急出場 ７，２７９ ７，５７５ ７，７５１ ７，８１８ ８，０３２ ８，３５３ ８，９８６ ９，２１７ ９，５２５ １０，１４１ １０，７６７ －

○秒に１回出場 １２．４ １１．４ １１．１ １１．１ １０．８ １０．３ ９．６ ９．４ ９．１ ８．５ ８．０ －

救急自動車による
搬送人員

２，５９３，７５３ ２，７００，４５８ ２，７６５，８３６ ２，７９３，４９５ ２，８５３，３３９ ２，９４８，６３０ ３，１６４，４８３ ３，２４７，１２９ ３，３４２，２８０ ３，５４６，７３９ ３，７６１，１１９ －

ヘリコプター
を含む搬送人員

３，５４５，９７５ ３，７５９，９９６ －

○秒に１人搬送 ４６ ４５ ４５ ４４ ４３ ４１ ４０ ３９ ３８ ３５ ３３ －

救急救命士有資格者 ５９１ １，００３ １，７９８ ２，７４８ ４，１６４ ５，５２４ ６，９２０ ７，５２３ ９，０２７

救急自動車 ４，５２１ ４，５９４ ４，６８０ ４，７７５ ４，８８２ ４，９０１ ４，９６８ ５，０６３ ５，１３３ ５，１９７ ５，２５１ ５，３４５

高規格救急自動車 ５５ １７９ ４２７ ７１２ １，１１９ １，４２３ １，７７０ ２，１２２ ２，４０５

平均現場到着時間 ５．７ ５．７ ５．８ ５．７ ５．７ ５．８ ６．０ ６．０ ６．１ ６．０ ６．１ －

平均病院収容時間 ２１．４ ２１．７ ２２．３ ２２．４ ２３．１ ２３．６ ２４．２ ２４．４ ２６．０ ２６．７ ２７．１ －
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の拡大を防いだ。また、平成１２年におい

ても、有珠山や三宅島の火山噴火、三宅

島及び新島・神津島近海の地震活動など

の大規模な自然災害の発生に対し、住民

の避難誘導、一時帰宅時の警戒、避難所

への救援物資搬入、降雨に伴う泥流警戒

など、積極的な活動を展開している。（白

書２２１頁）

� 救急業務

� 平成１１年中の救急業務の実施状況は、

３９３万９９９件（ヘリコプターによる件数を

含む。）で前年の３７０万２，０７５件に比べ２２

万８，９２４件増加している。

また、救急自動車による搬送人員は３７５

万９，９９６人で前年の３５４万５，９７５人に比べ

２１万４，０２１人増加している。

なお、救急自動車による出場件数は、

全国で１日平均１万７６７件（前年１万１４１

件）であり、８．０秒（前年８．５秒）に１回

の割合で救急隊が出場し、国民の３３人に

１人が救急隊によって搬送されたことに

なる。（白書２４７頁）

� 平成１１年中の救急自動車による搬送人

員のうち、救急隊員が応急処置等を行っ

た傷病者は、３２５万１，８２１人（搬送人員の

８６．５％、前年は８３．１％）であり、前年に

比較し、３０万６，５７３人（１０．４％）増加し

ている。

なお、平成３年８月の「救急隊員の行

う応急処置等の基準」の改正により拡大

された応急処置等の件数は、６２３万４１４件

と前年の約１．２倍となっており、このう

ち救急救命士が行う心肺機能停止状態の

傷病者の蘇生等のために行う高度な応急

処置の件数は３万４，２３６件にのぼり、前

年の約１．２倍となっている。（白書２５２頁）

� 平成１２年４月１日現在、救急隊は全国

で４，５８２隊が設置されており、前年の

４，５５３隊に比べ２９隊の増となっており、

また、救急隊員は５万６，１２８人で前年の

５万５，７１７人に比べ４１１人の増となってい

る。（白書２５５頁）

� 平成１２年４月１日現在、消防職員のう

ち救急救命士資格を有する者の数は

９，０２７人で、このうちの８，０１６人が７９２消

防本部において、救急救命士として救急

業務に従事している。

また、拡大された応急処置等を行うた

めに必要な高規格救急自動車は全国で

２，４０５台が配置されている。（白書２５６頁）

（白書２４８頁）
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� 救助業務

� 平成１１年中の救助活動件数は４万

２，５４８件で、前年の３万８，２４１件に比べ

４，３０７件の増、救助人員は４万４，０８１人で、

前年の４万４５６人に比べ ３，６２５人の増と

なってる。

なお、事故種別の救助活動件数は、交

通事故が全体の４６．２％を占め、次いで火

災が１５．７％となっている。（白書２６４頁）

� 平成１２年４月１日現在、救助隊は全国

で１，５３８隊が設置されており、救助隊員

は２万４，１０１人となっている。（白書２６６

頁）

	 航空消防防災体制

� ヘリコプターは林野火災や風水害など

の災害状況の把握、林野火災における空

中消火、山岳等における救助、重症者等

の救急搬送や遠隔地からの救急搬送等に

極めて有効であり、その整備を推進して

いる。（白書２７０頁）

� 平成１２年４月１日現在の消防・防災ヘ

リコプターの配備状況は、次のとおりと

なっている。（白書２７１頁）

消防機関の保有するヘリコプター ２７機

都道府県の保有するヘリコプター ４０機

合 計 ６７機


 なお、消防・防災ヘリコプターは、消

防防災業務に幅広く活用されており、平

成１１年中の出動実績は、火災出動８３９件、

救急出動９７５件、救助出動９３１件等となっ

ている。（白書２７２頁）

� 国と地方公共団体の防災体制

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害

対策基本法の改正や防災基本計画の全面的

な修正、消防庁における防災体制の一層の

強化、各地方公共団体における地域防災計

画の見直し等が行われている。

また、各地方公共団体において、地域住

民が参加し、自衛隊等の防災関係機関とも

連携した、情報の収集・伝達、避難誘導、

救出・救護などの総合的かつ実践的な防災

訓練が実施されている（平成１１年度におい

ては、都道府県で延べ２０２回、市区町村で

延べ７，０４４回の防災訓練が実施された。）。

（白書２７５頁）

� 広域消防応援

大規模、広域的な災害に適切に対応する

ため、地方公共団体の区域を越えて、機動

的、効果的に対処し得るよう、広域防災応

援協定の締結、広域航空消防応援体制の整

備、「緊急消防援助隊」の災害対応能力の

充実強化など消防の広域応援体制の強化を

推進している。なお、現在、すべての都道

府県において、都道府県下の全市町村及び

消防の一部事務組合等が参加した消防相互

応援協定を結んでいる。（白書２８２頁）

緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災の

教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大

規模災害時における人命救助活動等をより

効果的かつ充実したものとするため、全国

の消防機関相互による迅速な援助体制とし

て平成７年６月に発足し、これまでに、平

成８年に新潟県・長野県の県境付近で発生

した蒲原沢土石流災害をはじめ、最近では、

本年３月に発生した有珠山噴火災害、１０月

に発生した鳥取県西部地震において応援活

動を行った。

（白書２６４頁）
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消防庁では、緊急消防援助隊の出動体制

及び複雑・多様化する災害への対応能力の

強化を行い、大規模災害発生時における国

民の安全を確保するため、現在の１，２６７隊

（隊員数約１万７，０００人）体制を１，７３９隊（隊

員数約２万６，０００人）体制に拡充し、緊急

消防援助隊の災害対応能力の充実強化を図

っているところであり、また、平成１２年１０

月には、皇太子殿下のご臨席を賜り、全国

合同訓練を実施した。（白書２８７頁）

また、平成１２年７月２１から２３日にかけて

沖縄県名護市で開催された九州・沖縄サミ

ット首脳会合においては、消防・救急体制

の万全を期すため、全国的な広域応援によ

って消防特別警戒を実施した。（白書２９２頁）

� 消防防災の情報化の推進

災害時において、迅速かつ的確な災害応

急活動を実施するためには、平素から防災

情報の収集・伝達体制を確立しておくほか、

災害に強い消防防災通信ネットワークを構

築しておくことが極めて重要であり、消防

庁では、地方公共団体と一体となって総合

的な消防防災通信ネットワークの整備を推

進している。

また、広域的な対応が重視される今日の

防災対策においては、迅速な情報収集・伝

達と地方公共団体の対応力を把握した上で

の調整判断が不可欠であり、消防庁では、

震度情報などの緊急情報を迅速に伝達する

ほか、緊急消防援助隊や消防・防災ヘリコ

プターの出動可能状況、非常物資の備蓄等

広域応援の対応力の状況、地域防災計画、

消防防災統計など消防防災に係る情報をデ

ータベース化するとともに、コンピュータ

による全国的なネットワーク化を図り、消

防庁と地方公共団体等との間でこれらの情

報を共有化できる防災情報システムの整備

を推進し、順次運用を開始している。（白

書２９４頁）

第２回緊急消防援助隊全国合同訓練
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第３章 自主的な防災活動と災害に強い地域

づくり

災害に強い安全な地域社会を作るためには、

国民の防火防災意識の高揚に待つところが極め

て大きいことから、消防庁においては、春秋２

回の「全国火災予防運動」などあらゆる機会を

とらえて、国民の防火防災に関する関心を喚起

し、意識の高揚を図っている。

また、防災体制の強化に当たっては、消防機

関をはじめとする防災関係機関による体制整備

のほか、地域住民が連帯し、地域ぐるみの防災

体制を確立することが重要であることから、地

域の自主防災組織の育成等を図るとともに、ボ

ランティアの活動環境の整備を推進している。

（白書３１１頁）

第４章 規制改革への対応

国際化の進展や社会経済活動の多様化等を背

景に、規制の緩和が大きな課題となっており、

消防庁としては、安全性の確保に十分配慮し

ながら、「規制緩和推進３か年計画（再改定）」

に定められた各措置を着実に実施するなど、社

会的要請に対応した規制改革等の一層の推進を

図っていくこととしている。（白書３２５頁）

第５章 国際協力の推進と地球環境の保全

� 消防庁では、国際協力事業団等と協力して、

開発途上諸国の消防職員を対象とした集団研

修のほか、個別の研修員の受入れ、消防にお

ける技術指導のための専門家の派遣、中国・

北京消防訓練センターに対するプロジェクト

方式技術協力等を実施している。（白書３５７頁）

� 海外で大規模災害が発生した場合には、消

防庁長官の要請により「国際消防救助隊」が

派遣され救助活動や支援活動を行うものであ

り、現在、全国の４０消防本部、５０１人の救助

隊員が登録されている（平成１２年度末を目途

に、６３消防本部５９９人体制に拡充）。

なお、平成１１年９月２１日に発生した台湾に

おける地震災害への派遣で計１１回の派遣実績

となっている。（白書３６０頁）

� 地球環境の保全に寄与することを目的とし

て、ハロン消火剤の使用抑制対策等に取り組

んでいる。（白書３６２頁）

第６章 消防の科学技術の研究

災害の複雑多様化に対し、災害の防止、被害

の軽減、原因の究明等に関する科学技術の研究

開発が果たす役割はますます重要になっている。

このため、国立の研究機関である消防研究所に

おいて、消防防災に係る科学技術の基礎的研究

のほか、社会的、行政的要請の高い課題につい

て計画的に研究を行っている。

また、効率的・効果的に研究を推進するため、

外国の研究機関、国内の大学あるいは企業との

共同研究を積極的に進めている。

なお、消防研究所は、中央省庁等改革の一環

として平成１３年４月に独立行政法人となる。（白

書３６７頁）

第７章 今後の消防防災行政の方向

我が国は、これまで幾多の災害を経験してき

ており、近年においても、戦後最大の被害をも

たらした阪神・淡路大震災が発生し、その後も、

地下鉄サリン事件、茨城県東海村ウラン加工施

設における臨界事故のほか、各地における豪雨

や台風による災害などが起きている。

本年に入っても、有珠山や三宅島などの火山

噴火、三宅島及び新島・神津島近海の地震活動、

東海地方を中心とする集中豪雨などの自然災害、

地下鉄日比谷線脱線事故や群馬県における化学

工場爆発事故など、各地で住民生活の安全を脅

かす災害・事故が相次いで発生している。

このため、消防防災行政において重要な役割

を担っている地方公共団体が、安全な地域社会

づくりに向けその使命を十分に果たしていくこ
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とができるよう、今後とも各般の施策を強力に

展開して消防防災行政の推進及びその体制の充

実強化を図っていく必要があり、具体的には、

次の施策等について積極的に取り組む必要があ

る。（白書３７９頁）

○ 総合的な防災対策の推進 （３７９頁）

○ 特殊災害対策の充実強化 （３８１頁）

○ 高度防災情報通信体制の整備促進

（３８２頁）

○ 消防の対応力の強化 （３８４頁）

○ 消防団の充実強化 （３８５頁）

○ 自主的防災活動の活性化 （３８６頁）

○ 救急・救助業務の充実・高度化 （３８６頁）

○ 住宅防火などの火災予防対策の推進

（３８７頁）

○ 危険物施設等の安全の確保 （３８９頁）

○ 技術革新等に対応した規制改革の推進

（３８９頁）

○ 消防防災技術に係る研究・開発の推進

（３９０頁）

○ 国際化への対応 （３９１頁）

囲み記事等

本文とは別に、トピックス的な話題等を記述

した囲み記事（次の計２３項目）、第３回全国消

防広報コンクールの受賞作品及び消防ポスター

を掲載している。

○ 天ぷら油火災の正しい予防方法 （７６頁）

○ 新素材の消防用設備等への活用 （８６頁）

○ 燃え上がらない防炎カーテン （９０頁）

○ 危険物施設におけるヒューマンエラー

の防止 （１１７頁）

○ 危険物等情報一般公開用システム

（１２１頁）

○ 土砂災害対策危機管理システム （１４３頁）

○ 震度とマグニチュード （１６０頁）

○ 耐震性貯水槽の整備 （１７１頁）

○ 消火通報訓練指導車「けすゾウくん」

（１７６頁）

○ オフサイトセンター（緊急事態応急対

策拠点施設） （１８７頁）

○ 有珠山及び伊豆諸島における消防団活

動 （２０４頁）

○ 周辺住民と連携した消防団活動 （２２５頁）

○ 放射性物質災害講習会 （２４３頁）

○ 傷病者の救命効果の向上にむけて

（２６３頁）

○ 消防・防災ヘリコプターによる救急活

動 （２７４頁）

○ 有珠山噴火災害における緊急消防援助

隊の活動 （２８８頁）

○ 緊急消防援助隊全国合同訓練 （２９１頁）

○ 九州・沖縄サミットにおける消防特別

警戒 （２９３頁）

○ 有珠山噴火災害における画像情報の活

用 （２９８頁）

○ 次世代衛星通信システムの構築 （３０６頁）

○ 消防防災分野における IT 化の推進

（３１０頁）

○ レッドページによる防災情報の提供

（３１５頁）

○ 中高層建物における燃焼性状の研究

（３６８頁）
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阪神・淡路大震災に係る被害状況については、

平成１２年１月１１日に「阪神・淡路大震災につい

て（第１０４報）」を公表していましたが、このた

び、大阪府において被害が確定し、兵庫県にお

いては被害状況の数値に変更が生じましたので、

平成１２年１２月２７日に（第１０５報）を公表しまし

た。その概要は以下のとおりです。

〔地震の概要〕（気象庁発表）

注）気象庁が地震機動観測班を派遣し現地調査を実施した結果、以下の地域は震度７でした。

神戸市須磨区鷹取・長田区大橋・兵庫区大開・中央区三宮・灘区六甲道・東灘区住吉、芦屋市、

芦屋駅付近、西宮市夙川等、宝塚市の一部、淡路島北部の北淡町、一宮町、津名町の一部

阪神・淡路大震災に係る第１０５報の概要

震災対策指導室

発生年月日 平成７年（１９９５年）１月１７日� ５時４６分

地 震 名 平成７年（１９９５年）兵庫県南部地震

震 央 地 名 淡路島（北緯３４度３６分、東経１３５度０２分）

震源の深さ １６�

規 模 マグニチュード７．２

各地の震度

震度７

震度６

震度５

震度４

震度３

震度２

震度１

注）のとおり

神戸、洲本

京都、彦根、豊岡

岐阜、四日市、上野、福井、敦賀、津、和歌山、姫路、舞鶴、大阪、高松、

岡山、徳島、津山、多度津、鳥取、福山、高知、境、呉、奈良

山口、萩、尾鷲、伊良湖、富山、飯田、諏訪、金沢、潮岬、松江、米子、

室戸岬、松山、広島、西郷、輪島、名古屋、大分

佐賀、三島、浜松、高山、伏木、河口湖、宇和島、宿毛、松本、御前崎、静岡、

甲府、長野、横浜、熊本、日田、都城、軽井沢、高田、下関、宮崎、人吉

福岡、熊谷、東京、水戸、網代、浜田、新潟、足摺、宇都宮、前橋、小名浜、

延岡、平戸、鹿児島、館山、千葉、秩父、阿蘇山、柿岡
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〔被害の状況〕

１．人的、物的被害等

注１）厚生省調べ

注２）資源エネルギー庁調べ

注３）資源エネルギー庁調べ

注４）郵政省調べ

※水道断水、ガス供給停止、停電、電話不通については、ピーク時の数です。

２．火 災

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

人
的
被
害

死 者 ６，４３２人 非
住
家

公 共 建 物 ８６５棟

行方不明者 ３人 そ の 他 ３，９８３棟

負
傷
者

重 傷 １０，６８３人 文 教 施 設 ９４１箇所

軽 傷 ３３，１０９人 道 路 １０，０６９箇所

計 ４３，７９２人 橋 梁 ３２０箇所

住

家

被

害

全 壊
１０４，９０６棟 河 川 ４３０箇所

１８６，１７５世帯 崖 く ず れ ３７８箇所

半 壊
１４４，２７４棟 ブロック塀等 １，４８０箇所

２７４，１８０世帯 水 道 断 水 約１３０万戸

一 部 破 損 ２６３，７０２棟 ガス供給停止 約８６万戸

合 計 ５１２，８８２棟 停 電 約２６０万戸

電 話 不 通 ３０万回線超

出 火 件 数
焼 損 床 面 積

建 物 火 災 車 両 火 災 その他火災 合 計

２６１件 ９件 １５件 ２８５件 ８３４，６６３�

用途

焼損区分
住 家

非 住 家
計

公共建物 そ の 他

全 焼 ６，１４８棟 ５棟 ８２９棟 ６，９８２棟

半 焼 ６９棟 ０棟 ２０棟 ８９棟

部 分 焼 ２３８棟 ６棟 ５５棟 ２９９棟

ぼ や １０３棟 １棟 ９棟 １１３棟

計 ６，５５８棟 １２棟 ９１３棟 ７，４８３棟

り 災 世 帯

全 損 半 損 小 損 計

８，４１４世帯 １８２世帯 ４２１世帯 ９，０１７世帯
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